
徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

各

教

育

機

関

職
員
の
人
事
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

浩

一

職
員
の
人
事
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
人
事
取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
」
を
「
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定

め
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
技
能
労
務
職
員
」
に
、
「
、
指

定
医
師
の
健
康
診
断
書
及
び
市
町
村
長
の
発
行
す
る
身
分
証
明
書
」
を
「
及
び
医
師
の
健
康
診
断
書
」
に

改
め
る
。

別
表
の
１
の
項
及
び
同
表
の
２
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
採
用

⑴
事
務
局
関
係

イ
役
付
職
員

氏
名

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
職
員

（技
術
職

担
当
事
務
を

員
指
導
主
事

社
会
教
育
主
事

）に
任
命
す
る

指
定
す
る
場

，
，

（課
等
の
名
称

役
職
名

）に
補
す
る

合
は

補
職

，
，

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

発
令
の
役
職

何
号
俸
を
給
す
る

名
の
次
に

「

ロ
一
般
職
員

氏
名

（何
担
当

）

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
職
員

（技
術
職

」を
付
記
す

員
指
導
主
事

社
会
教
育
主
事

）に
任
命
す
る

る
も
の
と
す

，
，

（職
名

）に
補
す
る

る

。

（以
下

（課
等
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

同
じ

。

）

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

⑵
教
育
機
関

（学
校
を

除
く

。以
下
同
じ

。

）

関
係

イ
役
付
職
員

氏
名

（教
育
機
関
の
名
称

）事
務
職
員

（技
術
職
員
，

専
門
職
員

）に
任
命
す
る

（教
育
機
関
の
名
称

役
職
名

）に
補
す
る

，

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

ロ
一
般
職
員

氏
名

（教
育
機
関
の
名
称

）事
務
職
員

（技
術
職
員
，



専
門
職
員

）に
任
命
す
る

（職
名

）に
補
す
る

（教
育
機
関
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

⑶
県
立
学
校
関
係

イ
校
長
等

氏
名

徳
島
県
公
立
学
校
長

（副
校
長

教
頭

教
員

）

，
，

に
任
命
す
る

徳
島
県
立
何
学
校
長

（副
校
長

教
頭

主
幹
教

，
，

諭
指
導
教
諭

教
諭

養
護
教
諭

栄
養
教
諭

，
，

，
，

）に
補
す
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

ロ
主
任
寄
宿
舎
指
導

氏
名

員
等

徳
島
県
立
何
学
校
主
任
寄
宿
舎
指
導
員

（寄
宿
舎

指
導
員

実
習
主
任

実
習
助
手

）を
命
ず
る

，
，

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

ハ
講
師
等

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
徳
島
県
立
何
学
校
講
師

（養
護
助
教
諭
，

寄
宿
舎
指
導
員

実
習
助
手

）を
命
ず
る

，

た
だ
し

そ
の
期
間
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す

，

る何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
任
期
を
何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新
す
る

任
用
期
間
満
了
の
際
は
別
に
発
令
す
る
こ
と
な
く

そ
の
職
を
失
う
も
の
と
す
る

ニ
事
務
職
員
等

(
ｲ
)
役
付
職
員

氏
名

徳
島
県
公
立
学
校
事
務
職
員

（技
術
職
員

）に
任

命
す
る

徳
島
県
立
何
学
校

（役
職
名

）に
補
す
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

(
ﾛ
)
一
般
職
員

氏
名



徳
島
県
公
立
学
校
事
務
職
員

（技
術
職
員

）に
任

命
す
る

（職
名

）に
補
す
る

徳
島
県
立
何
学
校
勤
務
を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

(
ﾊ
)
技
能
労
務
職
員

氏
名

徳
島
県
立
何
学
校

（職
名

）を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

⑷
小
・
中
学
校
関
係

イ
校
長
等

氏
名

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）公

立
学
校
長

（副
校
長

教
頭

教
員

）に
任
命
す
る

，
，

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校
長

（

副
校
長

教
頭

主
幹
教
諭

指
導
教
諭

教
諭

，
，

，
，

養
護
教
諭

栄
養
教
諭

）に
補
す
る

，
，

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

ロ
講
師
等

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学

校
講
師

（養
護
助
教
諭

）を
命
ず
る

た
だ
し

そ
の
期
間
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す

，

る何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

ハ
事
務
職
員
等

氏
名

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）公

立
学
校
事

務
職
員

（栄
養
職
員

）に
任
命
す
る

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校

（職

名

）に
補
す
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学

校

（職
名

）を
命
ず
る

た
だ
し

そ
の
期
間
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す

，

る



何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

２
昇
任

⑴
事
務
局
関
係

共

⑵
教
育
機
関
関
係

通

イ
役
付
職
員
へ
の
昇

職
氏

名

任

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

役
職
名

）に
補

給
料
表
の
適

，

す
る

用
に
異
動
が

（何
級
に
決
定
す
る

）

あ
る
場
合
は

（何
号
俸
を
給
す
る

）

「何
級

」

，

ロ
そ
の
他

職
氏

名
を

「何
職
給

（職
名

）に
補
す
る

料
表
何
級

」

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

と
す
る

。

（

（何
級
に
決
定
す
る

）

以
下
同
じ

。

（何
号
俸
を
給
す
る

）

）

⑶
県
立
学
校
関
係

イ
校
長
等
へ
の
昇
任

職
氏

名

そ
の
職
を
免
じ
徳
島
県
公
立
学
校
長

（副
校
長
，

教
頭

）に
任
命
す
る

徳
島
県
立
何
学
校
長

（副
校
長

教
頭

）に
補
す

，

る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

ロ
主
任
寄
宿
舎
指
導

職
氏

名

員
等
へ
の
昇
任

徳
島
県
立
何
学
校
主
任
寄
宿
舎
指
導
員

（実
習
主

任

）を
命
ず
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

ハ
事
務
長
等
へ
の
昇

職
氏

名

任
徳
島
県
立
何
学
校

（役
職
名

）に
補
す
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

職
氏

名

（職
名

）に
補
す
る

徳
島
県
立
何
学
校
勤
務
を
命
ず
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

⑷
小
・
中
学
校
関
係

イ
校
長
等
へ
の
昇
任

職
氏

名

そ
の
職
を
免
じ
徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）



）公
立
学
校
長

（副
校
長

教
頭

）に
任
命
す
る

，

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校
長

（

副
校
長

教
頭

）に
補
す
る

，

何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

ロ
事
務
長
等
へ
の
昇

職
氏

名

任
そ
の
職
を
免
じ
徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）

）公
立
学
校
事
務
職
員

（栄
養
職
員

）に
任
命
す

る徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校

（職

名
）に

補
す
る

何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

別
表
の
５
の
項
の
種
類
の
欄
及
び
発
令
の
形
式
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５
併
任

⑴
役
付
職
員

他
の
機
関
名
及
び
そ
の
機
関
の
職

氏
名

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
職
員

（技
術
職
員

指
導
主
事

，

社
会
教
育
主
事

）に
併
任
す
る

，

（課
等
の
名
称

役
職
名

）に
補
す
る

，

給
料
は
支
給
し
な
い

他
の
機
関
名
及
び
そ
の
機
関
の
職

氏
名

（教
育
機
関
の
名
称

）事
務
職
員

（技
術
職
員

専
門
職
員

）に
，

併
任
す
る

（教
育
機
関
の
名
称

役
職
名

）に
補
す
る

，

給
料
は
支
給
し
な
い

⑵
一
般
職
員

他
の
機
関
名
及
び
そ
の
機
関
の
職

氏
名

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
職
員

（技
術
職
員

指
導
主
事

，

社
会
教
育
主
事

）に
併
任
す
る

，

（職
名

）に
補
す
る

（課
等
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

給
料
は
支
給
し
な
い

他
の
機
関
名
及
び
そ
の
機
関
の
職

氏
名

（教
育
機
関
の
名
称

）事
務
職
員

（技
術
職
員

専
門
職
員

）に
，

併
任
す
る

（職
名

）に
補
す
る

（教
育
機
関
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

給
料
は
支
給
し
な
い

別
表
の
６
の
項
の
種
類
の
欄
及
び
発
令
の
形
式
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６
併
任
の
解
除

併
任

職
氏

名

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
職
員

（技
術
職
員

指
導
主
事

，



社
会
教
育
主
事

）の
併
任
を
免
ず
る

，

併
任

職
氏

名

（教
育
機
関
の
名
称

）事
務
職
員

（技
術
職
員

専
門
職
員

）の
，

併
任
を
免
ず
る

別
表
中
７
の
項
か
ら
９
の
項
ま
で
を
削
り
、
６
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７
充
て
指
導
主
事

他
の
機
関
名
及
び
そ
の
機
関
の
職

氏
名

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
指
導
主
事
に
充
て
る

（課
等
の
名
称

役
職
名

）に
補
す
る

，

他
の
機
関
名
及
び
そ
の
機
関
の
職

氏
名

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
指
導
主
事
に
充
て
る

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

８
充
て
指
導
主
事
の
解
除

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
充
て
指
導
主
事

氏

名

本
職
を
免
ず
る

別
表
の

の
項
の
種
類
の
欄
及
び
発
令
の
形
式
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
９
の
項
と

10

す
る
。

９
配
置
換
え

⑴
事
務
局
関
係

共

⑵
教
育
機
関
関
係

通

イ
役
付
職
員

職
氏

名

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

役
職
名
）に

補
す
る

，

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

ロ
一
般
職
員

職
氏

名

（
（職

名

）に
補
す
る

）

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

⑶
県
立
学
校
関
係

イ
校
長
等

職
氏

名

徳
島
県
立
何
学
校
長

（副
校
長

教
頭

主
幹
教
諭

指
導
教
諭

，
，

，

教
諭

養
護
教
諭

栄
養
教
諭

）に
補
す
る

，
，

，

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

ロ
主
任
寄
宿
舎
指
導

氏
名

員
等

徳
島
県
立
何
学
校
主
任
寄
宿
舎
指
導
員

（寄
宿
舎
指
導
員

実
習

，

主
任

実
習
助
手

講
師

養
護
助
教
諭

）を
命
ず
る

，
，

，

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

ハ
事
務
職
員



(
ｲ
)
役
付
職
員

職
氏

名

徳
島
県
立
何
学
校

（役
職
名

）に
補
す
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

(
ﾛ
)
一
般
職
員

職
氏

名

（
（職

名

）に
補
す
る

）

徳
島
県
立
何
学
校
勤
務
を
命
ず
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

⑷
小
・
中
学
校
関
係

イ
他
市
町
村
公
立
学

校
へ
の
配
置
換
え

(
ｲ
)
校
長
等

職
氏

名

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
４
０
条
の
規

定
に
よ
り
本
職
を
免
じ
徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）公
立

学
校
長

（副
校
長

教
頭

教
員

）に
任
命
す
る

，
，

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校
長

（副
校
長

教
頭

，

主
幹
教
諭

指
導
教
諭

教
諭

養
護
教
諭

栄
養
教
諭

）に
，

，
，

，
，

補
す
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

（給
料
は
従
前
の
と
お
り

）

(
ﾛ
)
事
務
職
員
等

職
氏

名

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
４
０
条
の
規

定
に
よ
り
本
職
を
免
じ
徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）公

立

学
校
事
務
職
員

（栄
養
職
員

）に
任
命
す
る

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校

（職
名

）に
補
す
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

（給
料
は
従
前
の
と
お
り

）

ロ
同
市
町
村
公
立
学

校
へ
の
配
置
換
え

(
ｲ
)
校
長
等

職
氏

名

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校
長

（副
校
長

教
頭

，

主
幹
教
諭

指
導
教
諭

教
諭

養
護
教
諭

栄
養
教
諭

）に
，

，
，

，
，

補
す
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

(
ﾛ
)
事
務
職
員
等

職
氏

名

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校

（職
名

）に
補
す
る



（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

別
表
の

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の

の
項
と
す
る
。

11

10

1
0
兼
務

⑴
事
務
局
関
係

共

⑵
教
育
機
関
関
係

通

イ
役
付
職
員

職
氏

名

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

役
職
名

）に
兼

同
一
辞
令
に

，

ね
て
補
す
る

よ
つ
て
同
一

職
氏

名
機
関
内
の
役

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

役
職
名

）兼

（

付
職
を
兼
務

，

課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

役
職
名

）に
補
す

す
る
場
合
は

，

る
兼
務
役
職

，

ロ
一
般
職
員

職
氏

名
名
の
課
等
又

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

）兼
務
を
命
ず
る

は
教
育
機
関

職
氏

名
名
を
省
略
す

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

）兼

（課
等
又
は

る
こ
と
が
で

教
育
機
関
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

き
る

。

⑶
県
立
学
校
関
係

イ
校
長
等

職
氏

名

徳
島
県
立
何
学
校
長

（副
校
長

教
頭

主
幹
教

，
，

諭
指
導
教
諭

教
諭

養
護
教
諭

栄
養
教
諭

，
，

，
，

）に
兼
ね
て
補
す
る

ロ
主
任
寄
宿
舎
指
導

職
氏

名

員
等

徳
島
県
立
何
学
校
主
任
寄
宿
舎
指
導
員

（寄
宿
舎

指
導
員

実
習
主
任

実
習
助
手

講
師

養
護

，
，

，
，

助
教
諭

）兼
務
を
命
ず
る

ハ
事
務
職
員
等

(
ｲ
)
役
付
職
員

職
氏

名

徳
島
県
立
何
学
校

（役
職
名

）に
兼
ね
て
補
す
る

(
ﾛ
)
一
般
職
員

職
氏

名

徳
島
県
立
何
学
校
兼
務
を
命
ず
る

(
ﾊ
)
技
能
労
務
職
員

職
氏

名

徳
島
県
立
何
学
校

（職
名

）兼
務
を
命
ず
る

⑷
小
・
中
学
校
関
係

イ
校
長
等

職
氏

名

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校
長

（

副
校
長

教
頭

主
幹
教
諭

指
導
教
諭

教
諭

，
，

，
，

養
護
教
諭

栄
養
教
諭

）に
兼
ね
て
補
す
る

，
，

ロ
講
師
等

職
氏

名



徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校
講
師

（養
護
助
教
諭

）兼
務
を
命
ず
る

（た
だ
し

そ
の
期
間
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と

，

す
る

）

ハ
事
務
職
員
等

職
氏

名

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校
兼
務

を
命
ず
る

別
表
の

の
項
の
種
類
の
欄
及
び
発
令
の
形
式
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の

の
項
と

12

11

す
る
。

1
1
兼
務
の
解
除

⑴
事
務
局
関
係

共

⑵
教
育
機
関
関
係

通

イ
役
付
職
員

職
氏

名

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

役
職
名

）の
兼
任
補
職
を
免
ず

，

る

ロ
一
般
職
員

職
氏

名

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

）兼
務
を
免
ず
る

⑶
県
立
学
校
関
係

イ
校
長
等

職
氏

名

徳
島
県
立
何
学
校
長

（副
校
長

教
頭

主
幹
教
諭

指
導
教
諭

，
，

，

教
諭

養
護
教
諭

栄
養
教
諭

）の
兼
任
補
職
を
免
ず
る

，
，

，

ロ
主
任
寄
宿
舎
指
導

職
氏

名

員
等

徳
島
県
立
何
学
校
主
任
寄
宿
舎
指
導
員

（寄
宿
舎
指
導
員

実
習

，

主
任

実
習
助
手

講
師

養
護
助
教
諭

）兼
務
を
免
ず
る

，
，

，

ハ
事
務
職
員
等

(
ｲ
)
役
付
職
員

職
氏

名

徳
島
県
立
何
学
校

（役
職
名

）の
兼
任
補
職
を
免
ず
る

(
ﾛ
)
一
般
職
員

職
氏

名

徳
島
県
立
何
学
校
兼
務
を
免
ず
る

(
ﾊ
)
技
能
労
務
職
員

職
氏

名

徳
島
県
立
何
学
校

（職
名

）兼
務
を
免
ず
る

⑷
小
・
中
学
校
関
係

イ
校
長
等

職
氏

名

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校
長

（副
校
長

教
頭

，

主
幹
教
諭

指
導
教
諭

教
諭

養
護
教
諭

栄
養
教
諭

）の
，

，
，

，
，

兼
任
補
職
を
免
ず
る

ロ
講
師
等

職
氏

名

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校
講
師

（養
護
助
教
諭

）兼
務
を
免
ず
る

ハ
事
務
職
員
等

職
氏

名



徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校
兼
務
を
免
ず
る

別
表
の

の
項
中
「課

」
を
「課

等

」
に
、
「徳

島
県
立
何
学
校
事
務
長

」
を
「徳

島
県
立
何
学
校

（

13
役
職
名

）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の

の
項
と
し
、
同
表
の

の
項
中
「課

」
を
「課

等

」
に
、
「徳

12

14

島
県
立
何
学
校
事
務
長

」
を
「徳

島
県
立
何
学
校

（役
職
名

）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の

の
項
と
し

13

、
同
表
の

の
項
中
「課

」
を
「課

等

」
に
、
「徳

島
県
立
何
学
校
事
務
長

」
を
「徳

島
県
立
何
学
校

（

15

役
職
名

）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の

の
項
と
し
、
同
表
の

の
項
中
「課

」
を
「課

等

」
に
、
「徳

14

16

島
県
立
何
学
校
事
務
長

」
を
「徳

島
県
立
何
学
校

（役
職
名

）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の

の
項
と
し

15

、
同
表
の

の
項
中
「市

町
村
派
遣

」
を
「地

方
公
共
団
体
派
遣

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の

の
項
と

17

16

し
、
同
表
の

の
項
中
「市

町
村
派
遣

」
を
「地

方
公
共
団
体
派
遣

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の

の
項

18

17

「

「

職
氏

名

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
第
２
項
第
何
号
に
掲
げ

地
方
公
務

る
事
由
に
よ
り
同
法
及
び
職
員
の
分
限
に
関
す
る

る
事
由
に

と
し
、
同
表
の

の
項
中

条
例
の
規
定
に
基
づ
き
引
き
続
き
何
年
何
月
何
日

を

条
例
の
規

19

ま
で
休
職
を
命
ず
る

ま
で
休
職

休
職
期
間
中
給
与
の
何
分
の
何
を
給
す
る

（休
職
期

（休
職
期
間
中
の
給
与
は
従
前
の
と
お
り

）

（休
職
期

（た
だ
し
給
与
を
支
給
し
な
い

）

（給
料
は

」

休
職

職
氏

名

員
法
第
２
８
条
第
２
項
第
何
号
に
掲
げ

よ
り
同
法
及
び
職
員
の
分
限
に
関
す
る

定
に
基
づ
き
引
き
続
き
何
年
何
月
何
日

に
改
め
、
同
項
を
同
表
の

の
項
と
し
、
同
表
の

の
項
の

18

20
を
命
ず
る

間
中
給
与
の
何
分
の
何
を
給
す
る

）

間
中
の
給
与
は
従
前
の
と
お
り

）

支
給
し
な
い

）

」

種
類
の
欄
及
び
発
令
の
形
式
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の

の
項
と
す
る
。

19

1
9
復
職

⑴
事
務
局
関
係

共

⑵
教
育
機
関
関
係

通

イ
役
付
職
員

休
職

職
氏

名

復
職
を
命
ず
る

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

役
職
名

）に
補
す
る

，

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

ロ
一
般
職
員

休
職

職
氏

名

復
職
を
命
ず
る



（職
名
に
補
す
る

）

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

⑶
県
立
学
校
関
係

イ
校
長
等

休
職

職
氏

名

復
職
を
命
ず
る

徳
島
県
立
何
学
校
長

（副
校
長

教
頭

主
幹
教
諭

指
導
教
諭

，
，

，

教
諭

養
護
教
諭

栄
養
教
諭

）に
補
す
る

，
，

，

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

ロ
主
任
寄
宿
舎
指
導

休
職

職
氏

名

員
等

復
職
を
命
ず
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）
ハ

事
務
職
員
等

(
ｲ
)
役
付
職
員

休
職

職
氏

名

復
職
を
命
ず
る

徳
島
県
立
何
学
校

（役
職
名

）に
補
す
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

(
ﾛ
)
一
般
職
員

休
職

職
氏

名

復
職
を
命
ず
る

（
（職

名

）に
補
す
る

）

徳
島
県
立
何
学
校
勤
務
を
命
ず
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

(
ﾊ
)
技
能
労
務
職
員

休
職

職
氏

名

復
職
を
命
ず
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

⑷
小
・
中
学
校
関
係

イ
校
長
等

休
職

職
氏

名

復
職
を
命
ず
る

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校
長

（副
校
長

教
頭

，

主
幹
教
諭

指
導
教
諭

教
諭

養
護
教
諭

栄
養
教
諭

）に
，

，
，

，
，

補
す
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

ロ
事
務
職
員
等

休
職

職
氏

名



復
職
を
命
ず
る

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校

（職
名

）に
補
す
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

別
表
の

の
項
の
種
類
の
欄
及
び
発
令
の
形
式
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の

の
項
と

21

20

す
る
。

2
0
降
任

⑴
事
務
局
関
係

共

⑵
教
育
機
関
関
係

通

イ
役
付
職
員
か
ら
役

職
氏

名

付
職
員

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
第
１
項
第
何
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り

同
項
の
規
定
に
基
づ
き

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

役
職
名

，

）を
免
じ

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

役
職
名

）に
補
す
る

，

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）
ロ

役
付
職
員
か
ら
一

職
氏

名

般
職
員

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
第
１
項
第
何
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り

同
項
の
規
定
に
基
づ
き

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

役
職
名

，

）を
免
じ

（職
名

）に
補
す
る

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

ハ
一
般
職
員
か
ら
一

職
氏

名

般
職
員

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
第
１
項
第
何
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り

同
項
の
規
定
に
基
づ
き

（職
名

）を
免
じ

（職
名

）に
補
す
る

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

⑶
県
立
学
校
関
係

職
氏

名

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
第
１
項
第
何
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り

同
項
の
規
定
に
基
づ
き
本
職
を
免
じ
徳
島
県
公
立
学
校
副
校
長

（

教
頭

教
員

）に
任
命
す
る

，

徳
島
県
立
何
学
校
副
校
長

（教
頭

主
幹
教
諭

指
導
教
諭

教
，

，
，

諭
養
護
教
諭

栄
養
教
諭

）に
補
す
る

，
，

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

職
氏

名

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
第
１
項
第
何
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り

同
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
職
を
免
じ
徳
島
県
立
何
学
校
寄
宿
舎

指
導
員

（実
習
助
手

）を
命
ず
る



（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

職
氏

名

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
第
１
項
第
何
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り

同
項
の
規
定
に
基
づ
き
徳
島
県
立
何
学
校

（役
職
名

）を
免
じ
徳

島
県
立
何
学
校

（役
職
名

）に
補
す
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

職
氏

名

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
第
１
項
第
何
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り

同
項
の
規
定
に
基
づ
き
徳
島
県
立
何
学
校

（役
職
名

）を
免
じ

（

職
名

）に
補
す
る

徳
島
県
立
何
学
校
勤
務
を
命
ず
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）
職

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
第
１
項
第
何
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り

同
項
の
規
定
に
基
づ
き

（職
名

）を
免
じ

（職
名

）に
補
す
る

徳
島
県
立
何
学
校
勤
務
を
命
ず
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

⑷
小
・
中
学
校
関
係

職
氏

名

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
第
１
項
第
何
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り

同
項
の
規
定
に
基
づ
き
本
職
を
免
じ
徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（
村

）
）公

立
学
校
副
校
長

（教
頭

教
員

）に
任
命
す
る

，

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校
副
校
長

（教
頭

主
，

幹
教
諭

指
導
教
諭

教
諭

養
護
教
諭

栄
養
教
諭

）に
補
す

，
，

，
，

る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

職
氏

名

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
第
１
項
第
何
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り

同
項
の
規
定
に
基
づ
き
本
職
を
免
じ
徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（

村

）
）公

立
学
校
事
務
職
員

（栄
養
職
員

）に
任
命
す
る

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校

（職
名

）に
補
す
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

別
表
中

の
項
を

の
項
と
し
、

の
項
を

の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

22

21

23

22

2
3
管
理
監
督
職
勤
務
上
限

年
齢
に
よ
る
降
任
等



⑴
降
任
等

イ
事
務
局
関
係

共

ロ
教
育
機
関
関
係
通

(
ｲ
)
役
付
職
員
か
ら

職
氏

名

役
付
職
員

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

役
職
名

，

）を
免
じ

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

役
職

，

名

）に
補
す
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

(
ﾛ
)
役
付
職
員
か
ら

職
氏

名

一
般
職
員

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

役
職
名

，

）を
免
じ

（職
名

）に
補
す
る

（課
等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

ハ
県
立
学
校
関
係

職
氏

名

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
本
職
を
免
じ
徳
島
県
公
立
学
校
教
員
に
任

命
す
る

徳
島
県
立
何
学
校
主
幹
教
諭

（指
導
教
諭

教
諭

，

養
護
教
諭

栄
養
教
諭

）に
補
す
る

，
，

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

職
氏

名

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
徳
島
県
立
何
学
校

（役
職
名

）を
免
じ
徳

島
県
立
何
学
校

（役
職
名

）に
補
す
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

職
氏

名

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
徳
島
県
立
何
学
校

（役
職
名

）を
免
じ

（

職
名

）に
補
す
る

徳
島
県
立
何
学
校
勤
務
を
命
ず
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

ニ
小
・
中
学
校
関
係

職
氏

名

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に



基
づ
き
本
職
を
免
じ
徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（

村

）
）公

立
学
校
教
員
に
任
命
す
る

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校
主
幹

教
諭

（指
導
教
諭

教
諭

養
護
教
諭

栄
養
教

，
，

，

諭

）に
補
す
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

職
氏

名

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
本
職
を
免
じ
徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（

村
）
）公

立
学
校
事
務
職
員

（栄
養
職
員

）に
任

命
す
る

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校

（職

名

）に
補
す
る

（何
級
に
決
定
す
る

）

（何
号
俸
を
給
す
る

）

⑵
異
動
期
間
の
延
長

職
氏

名

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
の
５
第
何
項
の
規
定
に

基
づ
き
異
動
期
間
を
何
年
何
月
何
日
ま
で
延
長
す

る

別
表
中

の
項
を
削
り
、

の
項
を

の
項
と
し
、

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
項
を

の
項
と

41

40

42

39

41

す
る
。

4
1
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員

⑴
再
任
用

イ
事
務
局
関
係

(
ｲ
)
役
付
職
員

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
職
員

（

技
術
職
員

）に
任
命
す
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

（課
等
の
名
称

役
職
名

）に
補
す
る

，

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

(
ﾛ
)
一
般
職
員

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
職
員

（

技
術
職
員

）に
任
命
す
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

（職
名

）に
補
す
る



（課
等
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

ロ
教
育
機
関
関
係

(
ｲ
)
役
付
職
員

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き

（教
育
機
関
の
名
称

）事
務
職
員

（技
術

職
員

専
門
職
員

）に
任
命
す
る

，

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

（教
育
機
関
の
名
称

役
職
名

）に
補
す
る

，

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

(
ﾛ
)
一
般
職
員

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き

（教
育
機
関
の
名
称

）事
務
職
員

（技
術

職
員

専
門
職
員

）に
任
命
す
る

，

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

（職
名

）に
補
す
る

（教
育
機
関
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

ハ
県
立
学
校
関
係

(
ｲ
)
教
諭
等

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
徳
島
県
公
立
学
校
教
員
に
任
命
す
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

徳
島
県
立
何
学
校
教
諭

（養
護
教
諭

栄
養
教
諭

，

）に
補
す
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

(
ﾛ
)
寄
宿
舎
指
導
員

氏
名

等
地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
徳
島
県
立
何
学
校
寄
宿
舎
指
導
員

（実
習

助
手

）を
命
ず
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

(
ﾊ
)
事
務
職
員

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
徳
島
県
公
立
学
校
事
務
職
員

（技
術
職
員



）に
任
命
す
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

徳
島
県
立
何
学
校

（役
職
名

）に
補
す
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
徳
島
県
公
立
学
校
事
務
職
員

（技
術
職
員

）に
任
命
す
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

（職
名

）に
補
す
る

徳
島
県
立
何
学
校
勤
務
を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

(
ﾆ
)
技
能
労
務
職
員

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
徳
島
県
立
何
学
校

（職
名

）を
命
ず
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

ニ
小
・
中
学
校
関
係

(
ｲ
)
教
諭
等

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）公

立

学
校
教
員
に
任
命
す
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校
教
諭

（養
護
教
諭

栄
養
教
諭

）に
補
す
る

，

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

(
ﾛ
)
事
務
職
員
等

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）公

立

学
校
事
務
職
員

（栄
養
職
員

）に
任
命
す
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校

（職

名

）に
補
す
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

⑶
任
期
満
了
に
よ
る
退

職
氏

名



職
地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に

よ
る
任
期
の
満
了
に
よ
り
本
職

（そ
の
職

）を
免

ず
る

別
表
の

の
項
⑴
中
「公

益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
第
２
条
第
１
項

」
を
「公
38

益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
項
を

同
表
の

の
項
と
し
、
同
表
の

の
項
の
種
類
の
欄
及
び
発
令
の
形
式
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
項

40

37

を
同
表
の

の
項
と
す
る
。

39

3
9
配
偶
者
同
行
休
業
に
伴

う
任
期
付
採
用
職
員

⑴
採
用

イ
事
務
局
関
係

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
６
条
の
６
第
７
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
職
員

（技
術
職
員

）に
任
命
す

る

（職
名

）に
補
す
る

（課
等
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

ロ
教
育
機
関
関
係

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
６
条
の
６
第
７
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き

（教
育
機
関
の
名
称

）事
務
職
員

（技
術
職
員

）に
任
命
す
る

（職
名

）に
補
す
る

（教
育
機
関
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

ハ
県
立
学
校
関
係

(
ｲ
)
講
師
等

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
６
条
の
６
第
７
項
第
何
号
の
規
定
に
基
づ
き

徳
島
県
立
何
学
校
講
師

（養
護
助
教
諭

寄
宿
舎
指
導
員

実
習

，
，

助
手

）を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

(
ﾛ
)
事
務
職
員

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
６
条
の
６
第
７
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き

徳
島
県
公
立
学
校
事
務
職
員

（技
術
職
員

）に
任
命
す
る

（職
名

）に
補
す
る

徳
島
県
立
何
学
校
勤
務
を
命
ず
る



何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

ニ
小
・
中
学
校
関
係

(
ｲ
)
講
師
等

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
６
条
の
６
第
７
項
第
何
号
の
規
定
に
基
づ
き

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校
講
師

（養
護
助
教
諭

）を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

(
ﾛ
)
事
務
職
員
等

氏
名

地
方
公
務
員
法
第
２
６
条
の
６
第
７
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校

（職
名

）を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

⑵
任
期
の
更
新

イ
事
務
局
関
係

共
職

氏
名

ロ
教
育
機
関
関
係
通

（
（課

等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

）

地
方
公
務
員
法
第
２
６
条
の
６
第
８
項
の
規
定
に
基
づ
き
任
期
を

何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新
す
る

ハ
県
立
学
校
関
係

(
ｲ
)
講
師
等

職
氏

名

地
方
公
務
員
法
第
２
６
条
の
６
第
８
項
の
規
定
に
基
づ
き
任
期
を

何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新
す
る

(
ﾛ
)
事
務
職
員

職
氏

名

（徳
島
県
立
何
学
校
勤
務
を
命
ず
る

）

地
方
公
務
員
法
第
２
６
条
の
６
第
８
項
の
規
定
に
基
づ
き
任
期
を

何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新
す
る

ニ
小
・
中
学
校
関
係

職
氏

名

地
方
公
務
員
法
第
２
６
条
の
６
第
８
項
の
規
定
に
基
づ
き
任
期
を

何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新
す
る

⑶
任
期
満
了
に
よ
る
退

職
氏

名

職
地
方
公
務
員
法
第
２
６
条
の
６
第
７
項
第
何
号
の
規
定
に
よ
る
任

期
の
満
了
に
よ
り
本
職

（そ
の
職

）を
免
ず
る

別
表
の

の
項
の
種
類
の
欄
及
び
発
令
の
形
式
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の

の
項
と

36

38

す
る
。

3
8
育
児
休
業
に
伴
う
任
期

付
採
用
職
員



⑴
採
用

イ
事
務
局
関
係

氏
名

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
１
項
第
１

号
の
規
定
に
基
づ
き
徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
職
員

（技

術
職
員

）に
任
命
す
る

（職
名

）に
補
す
る

（課
等
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

ロ
教
育
機
関
関
係

氏
名

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
１
項
第
１

号
の
規
定
に
基
づ
き

（教
育
機
関
の
名
称

）事
務
職
員

（技
術
職

員

）に
任
命
す
る

（職
名

）に
補
す
る

（教
育
機
関
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

ハ
県
立
学
校
関
係

(
ｲ
)
講
師
等

氏
名

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
１
項
第
何

号
の
規
定
に
基
づ
き
徳
島
県
立
何
学
校
講
師

（養
護
助
教
諭

寄
，

宿
舎
指
導
員

実
習
助
手

）を
命
ず
る

，

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

(
ﾛ
)
事
務
職
員

氏
名

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
１
項
第
１

号
の
規
定
に
基
づ
き
徳
島
県
公
立
学
校
事
務
職
員

（技
術
職
員

）

に
任
命
す
る

（職
名

）に
補
す
る

徳
島
県
立
何
学
校
勤
務
を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

ニ
小
・
中
学
校
関
係

(
ｲ
)
講
師
等

氏
名

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
１
項
第
何

号
の
規
定
に
基
づ
き
徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校



講
師

（養
護
助
教
諭

）を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

(
ﾛ
)
事
務
職
員
等

氏
名

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
１
項
第
１

号
の
規
定
に
基
づ
き
徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校

（職
名

）を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

⑵
任
期
の
更
新

イ
事
務
局
関
係

共
職

氏
名

ロ
教
育
機
関
関
係
通

（
（課

等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

）

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
３
項
の
規

定
に
基
づ
き
任
期
を
何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新
す
る

ハ
県
立
学
校
関
係

(
ｲ
)
講
師
等

職
氏

名

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
３
項
の
規

定
に
基
づ
き
任
期
を
何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新
す
る

(
ﾛ
)
事
務
職
員

職
氏

名

（徳
島
県
立
何
学
校
勤
務
を
命
ず
る

）

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
３
項
の
規

定
に
基
づ
き
任
期
を
何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新
す
る

ニ
小
・
中
学
校
関
係

職
氏

名

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
３
項
の
規

定
に
基
づ
き
任
期
を
何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新
す
る

⑶
任
期
満
了
に
よ
る
退

職
氏

名

職
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
１
項
第
何

号
の
規
定
に
よ
る
任
期
の
満
了
に
よ
り
本
職

（そ
の
職

）を
免
ず

る

別
表
中

の
項
を

の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

35

36

3
7
産
前
産
後
休
暇
に
伴
う

任
期
付
採
用
職
員

⑴
県
立
学
校
関
係

氏
名

女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の

確
保
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
き
徳
島
県
立
何
学
校
講
師

（養
護
助
教
諭

寄
，

宿
舎
指
導
員

実
習
助
手

）を
命
ず
る

，

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る



何
号
俸
を
給
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

⑵
小
・
中
学
校
関
係

氏
名

女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の

確
保
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
き
徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校

講
師

（養
護
助
教
諭

）を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

氏
名

女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の

確
保
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
き
徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校

（職
名

）を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

何
号
俸
を
給
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

別
表
中

の
項
を

の
項
と
し
、
同
表
の

の
項
⑷
中
「第

１
２
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
条

34

35

33

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
取
り
消
す

」
を
「第

１
７
条
の
規
定
に
基
づ
き
引

き
続
き
短
時
間
勤
務
を
命
ず
る

」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の

の
項
と
し
、
同
表
中

の
項
を

の
項
と

34

32

33

し
、
同
表
の

の
項
中
「
（特

に
何
円
を
給
す
る

）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
表
の

の
項
と
し
、
同
表
の

31

32

の
項
中
「
（特

に
何
円
を
給
す
る

）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
表
の

の
項
と
し
、
同
表
中

の
項
を

30

31

29

30

の
項
と
し
、

の
項
か
ら

の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

25

28

24

2
5
定
年
退
職
の
特
例

⑴
定
年
退
職
の
特
例
に

職
氏

名

よ
る
勤
務

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
の
７
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
何
年
何
月
何
日
ま
で
引
き
続
き
勤
務
を
命

ず
る

⑵
定
年
退
職
の
特
例
の

職
氏

名

期
限
の
延
長

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
の
７
第
２
項
の
規
定
に

基
づ
き
定
年
退
職
の
特
例
の
期
限
を
何
年
何
月
何

日
ま
で
延
長
す
る

⑶
定
年
退
職
の
特
例
の

職
氏

名

期
限
の
繰
上
げ

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
４
条
第
４
項
の

規
定
に
基
づ
き
定
年
退
職
の
特
例
の
期
限
を
何
年

何
月
何
日
に
繰
り
上
げ
る

⑷
定
年
退
職
の
特
例
が

職
氏

名

適
用
さ
れ
な
い
職
員
へ

定
年
退
職
の
特
例
が
適
用
さ
れ
な
い
職
員
と
な
つ

の
転
任
等

た



⑸
定
年
退
職
の
特
例
の

職
氏

名

期
限
の
到
来

地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
の
７
第
何
項
の
規
定
に

基
づ
く
定
年
退
職
の
特
例
の
期
限
の
到
来
に
よ
り

本
職
を
免
ず
る

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法

律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
る
職
員
に
交
付
す
る
辞
令
書
に
記
載
す
る
発
令
の
形
式
は
、
職
員
の
人
事
取
扱

規
程
別
表
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
表
の
例
示
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

種
類

発
令

の
形

式
摘

要

暫
定
再
任
用
職
員

１
再
任
用

⑴
事
務
局
関
係

イ
役
付
職
員

氏
名

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

勤
務
形
態
が

３
年
法
律
第
６
３
号

）附
則
第
４
条
第
何
項

（第
常
時
勤
務
の

６
条
第
何
項

）の
規
定
に
基
づ
き
徳
島
県
教
育
委

場
合
は

１
，

員
会
事
務
局
事
務
職
員

（技
術
職
員

）に
任
命
す

週
間
当
た
り

る
の
勤
務
時
間

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

を
記
載
し
な

（課
等
の
名
称

役
職
名

）に
補
す
る

い
も
の
と
す

，

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

る

（以
下

。

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

同
じ

）

。

ロ
一
般
職
員

氏
名

担
当
事
務
を

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

指
定
す
る
場

３
年
法
律
第
６
３
号

）附
則
第
４
条
第
何
項

（第
合
は

補
職

，

６
条
第
何
項

）の
規
定
に
基
づ
き
徳
島
県
教
育
委

発
令
の
役
職

員
会
事
務
局
事
務
職
員

（技
術
職
員

）に
任
命
す

名
の
次
に

「

る

（何
担
当

）

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

」を
付
記
す

（職
名

）に
補
す
る

る
も
の
と
す

（課
等
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

る

（以
下

。

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

同
じ

）

。

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

⑵
教
育
機
関
関
係

イ
役
付
職
員

氏
名



地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）附
則
第
４
条
第
何
項

（第

６
条
第
何
項

）の
規
定
に
基
づ
き

（教
育
機
関
の

名
称

）事
務
職
員

（技
術
職
員

専
門
職
員

）に
，

任
命
す
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

（教
育
機
関
の
名
称

役
職
名

）に
補
す
る

，

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

ロ
一
般
職
員

氏
名

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）附
則
第
４
条
第
何
項

（第

６
条
第
何
項

）の
規
定
に
基
づ
き

（教
育
機
関
の

名
称

）事
務
職
員

（技
術
職
員

専
門
職
員

）に
，

任
命
す
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

（職
名

）に
補
す
る

（教
育
機
関
の
名
称

）勤
務
を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

⑶
県
立
学
校
関
係

イ
教
諭
等

氏
名

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）附
則
第
４
条
第
何
項

（第

６
条
第
何
項

）の
規
定
に
基
づ
き
徳
島
県
公
立
学

校
教
員
に
任
命
す
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

徳
島
県
立
何
学
校
教
諭

（養
護
教
諭

栄
養
教
諭

，

）に
補
す
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

ロ
寄
宿
舎
指
導
員

氏
名

等
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）附
則
第
４
条
第
何
項

（第

６
条
第
何
項

）の
規
定
に
基
づ
き
徳
島
県
立
何
学

校
寄
宿
舎
指
導
員

（実
習
助
手

）を
命
ず
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

ハ
事
務
職
員
等



(
ｲ
)
役
付
職
員

氏
名

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）附
則
第
４
条
第
何
項

（第

６
条
第
何
項

）の
規
定
に
基
づ
き
徳
島
県
公
立
学

校
事
務
職
員

（技
術
職
員

）に
任
命
す
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

徳
島
県
立
何
学
校

（役
職
名

）に
補
す
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

(
ﾛ
)
一
般
職
員

氏
名

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）附
則
第
４
条
第
何
項

（第

６
条
第
何
項

）の
規
定
に
基
づ
き
徳
島
県
公
立
学

校
事
務
職
員

（技
術
職
員

）に
任
命
す
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

（職
名

）に
補
す
る

徳
島
県
立
何
学
校
勤
務
を
命
ず
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

(
ﾊ
)
技
能
労
務
職

氏
名

員
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（令

和

３
年
法
律
第
６
３
号

）附
則
第
４
条
第
何
項

（第

６
条
第
何
項

）の
規
定
に
基
づ
き

（職
名

）を
命

ず
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

⑷
小
・
中
学
校
関
係

イ
教
諭
等

氏
名

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）附
則
第
９
条
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
附
則
第
４

条
第
何
項

（第
６
条
第
何
項

）の
規
定
に
基
づ
き

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）公

立
学
校
教

員
に
任
命
す
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校
教
諭

（養
護
教
諭

栄
養
教
諭

）に
補
す
る

，

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る



ロ
事
務
職
員
等

氏
名

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）附
則
第
９
条
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
附
則
第
４

条
第
何
項

（第
６
条
第
何
項

）の
規
定
に
基
づ
き

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）公

立
学
校
事

務
職
員

（栄
養
職
員

）に
任
命
す
る

１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校

（職

名
）に

補
す
る

何
職
給
料
表
何
級
に
決
定
す
る

任
期
は
何
年
何
月
何
日
ま
で
と
す
る

２
任
期
の
更
新

⑴
事
務
局
関
係

共

⑵
教
育
機
関
関
係
通

イ
役
付
職
員

職
氏

名

（１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

）

（
（課

等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

役
職
名

）に
，

補
す
る

）

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）
（附

則
第
６
条
第
３
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法

）附
則
第
４
条
第
３
項
の

規
定
に
基
づ
き
任
期
を
何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新

す
る

ロ
一
般
職
員

職
氏

名

（１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

）

（
（課

等
又
は
教
育
機
関
の
名
称

）勤
務
を
命
ず

る

）

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）
（附

則
第
６
条
第
３
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法

）附
則
第
４
条
第
３
項
の

規
定
に
基
づ
き
任
期
を
何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新

す
る

⑶
県
立
学
校
関
係

イ
教
諭
等

職
氏

名

（１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

）

（徳
島
県
立
何
学
校
教
諭

（養
護
教
諭

栄
養
教

，

諭

）に
補
す
る

）

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）
（附

則
第
６
条
第
３
項
に



お
い
て
準
用
す
る
同
法

）附
則
第
４
条
第
３
項
の

規
定
に
基
づ
き
任
期
を
何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新

す
る

ロ
寄
宿
舎
指
導
員

職
氏

名

等

（１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

）

（徳
島
県
立
何
学
校
寄
宿
舎
指
導
員

（実
習
助
手

）を
命
ず
る

）

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）
（附

則
第
６
条
第
３
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法

）附
則
第
４
条
第
３
項
の

規
定
に
基
づ
き
任
期
を
何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新

す
る

ハ
事
務
職
員
等

(
ｲ
)
役
付
職
員

職
氏

名

（１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

）

（徳
島
県
立
何
学
校

（役
職
名

）に
補
す
る

）

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）
（附

則
第
６
条
第
３
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法

）附
則
第
４
条
第
３
項
の

規
定
に
基
づ
き
任
期
を
何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新

す
る

(
ﾛ
)
一
般
職
員

職
氏

名

（１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

）

（徳
島
県
立
何
学
校
勤
務
を
命
ず
る

）

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）
（附

則
第
６
条
第
３
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法

）附
則
第
４
条
第
３
項
の

規
定
に
基
づ
き
任
期
を
何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新

す
る

(
ﾊ
)
技
能
労
務
職

職
氏

名

員

（１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

）

（徳
島
県
立
何
学
校

（職
名

）を
命
ず
る

）

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）
（附

則
第
６
条
第
３
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法

）附
則
第
４
条
第
３
項
の

規
定
に
基
づ
き
任
期
を
何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新

す
る

⑷
小
・
中
学
校
関
係

イ
教
諭
等

職
氏

名

（１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

）



（徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校
教

諭

（養
護
教
諭

栄
養
教
諭

）に
補
す
る

）

，

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）
（附

則
第
６
条
第
３
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法

）附
則
第
４
条
第
３
項
の

規
定
に
基
づ
き
任
期
を
何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新

す
る

ロ
事
務
職
員
等

職
氏

名

（１
週
間
当
た
り
何
時
間
何
分
勤
務
と
す
る

）

（徳
島
県
何
市

（何
郡
何
町

（村

）
）何

学
校

（

職
名

）に
補
す
る

）

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）
（附

則
第
６
条
第
３
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法

）附
則
第
４
条
第
３
項
の

規
定
に
基
づ
き
任
期
を
何
年
何
月
何
日
ま
で
更
新

す
る

４
任
期
満
了
に
よ
る
退

職⑴
事
務
局
関
係

共
職

氏
名

⑵
教
育
機
関
関
係
通

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

⑶
県
立
学
校
関
係

３
年
法
律
第
６
３
号

）
（附

則
第
６
条
第
３
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法

）附
則
第
４
条
第
何
項

（

第
６
条
第
何
項

）の
規
定
に
よ
る
任
期
の
満
了
に

よ
り
本
職

（そ
の
職

）を
免
ず
る

⑷
小
・
中
学
校
関
係

職
氏

名

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）附
則
第
９
条
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
附
則
第
４

条
第
何
項

（第
６
条
第
何
項

）の
規
定
に
よ
る
任

期
の
満
了
に
よ
り
本
職
を
免
ず
る

職
氏

名

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

３
年
法
律
第
６
３
号

）
（附

則
第
６
条
第
３
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法

）附
則
第
４
条
第
３
項
の

規
定
に
よ
る
任
期
の
満
了
に
よ
り
本
職
を
免
ず
る


